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≪給水申し込みフロー図≫ 

 指定給水装置工事事業

①給水装置工事仮申込書・給水装置工事申込書を fax 
 ※給水装置工事申込書は記入ミスがないか確認のため 

愛知郡水道事務所 

②給水装置工事仮申込書の返信を faxで受ける。 
※返信に 1・2日かかることがあります。 
 ※申請に要する費用と給水装置工事申込書に記入ミスがあれば、修正箇所も fax し
ますので修正してください。 

③申請にかかる費用（加入金・申請手数料・材料代・舗装代など）の振込用紙を作成

します。 

指定給水装置工事事業者 

⑥給水装置工事申込書受付、お振込み完了後、土日を除く約 3日間で決済がおります。
決済後に分岐工事立会、宅内竣工検査、仮設メーターの取付けとなりますので、申

請はゆとりをもって行ってください。 

愛知郡水道事務所 

④給水装置工事申込書（1部原本・2部複写）を水道事務所まで持参してください。 
⑤振込用紙をお渡ししますので、指定金融機関でお振込をしてください。 
⑥お振込み完了後、領収書を水道事務所までﾌｧｯｸｽしてください。 
 ※納入の確認をします。 

指定給水装置工事事業者 

⑦分岐工事の場合、県道は 2 部、その他道路では 1 部完了届（写真付）を速やか
に提出してください。 

愛知郡水道事務所 

※分岐工事・仮設給水・宅内工事どの申請でもフロー図のとおり申請してください。 


